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多

数

の

ゴ

ル

フ

場

を

運

営

す

る

Ｐ

Ｇ

Ｍ

グ

ル

ー

プ

の

傘

下

に

あ

る

法

人

（

納

税

者

）

が

合

併

を

繰

り

返

し

た

被

合

併

法

人

か

ら

引

き

継

い

だ

未

処

理

欠

損

金

額

を

連

結

欠

損

金

額

と

み

な

し

て

平

成

�

年

３

月

期

に

法

人

税

等

の

確

定

申

告

を

し

た

。

こ

れ

に

対

し

、

課

税

庁

が

法

人

税

法

１

３

２

条

の

２

《

組

織

再

編

成

に

係

る

行

為

又

は

計

算

の

否

認

》

の

規

定

に

よ

り

未

処

理

欠

損

金

額

を

納

税

者

の

連

結

欠

損

金

額

と

み

な

す

こ

と

を

認

め

ず

、

更

正

処

分

等

を

し

た

こ

と

か

ら

、

納

税

者

が

処

分

の

取

消

し

を

求

め

て

い

た

訴

訟

で

東

京

高

裁

（

梅

本

圭

一

郎

裁

判

長

）

は

７

月

�

日

、

処

分

を

違

法

と

し

た

一

審

の

東

京

地

裁

の

判

決

を

支

持

し

、

地

裁

判

決

を

不

服

と

し

て

控

訴

し

て

い

た

国

（

課

税

庁

）

側

の

主

張

を

退

け

る

判

決

を

下

し

た

。

主 な 記 事

日税連が〝評価方法〟の考え示す ２面

デジタル遺言の３案をパブコメ ３面

不交付団体が４年連続で増加 ３面

全法連が業況等をアンケート調査 ４面

　

総

務

省

は

７

月

�

日

、

令

和

６

年

度

分

の

ふ

る

さ

と

納

税

に

関

す

る

現

況

調

査

結

果

を

発

表

し

た

。

そ

れ

に

よ

る

と

、

６

年

度

の

ふ

る

さ

と

納

税

の

受

入

額

（

寄

附

額

）

は

前

年

度

比

�

・

８

％

増

の

約

１

兆

２

７

２

８

億

円

、

受

入

件

数

は

同

０

・

３

％

減

の

約

５

８

７

９

万

件

で

、

受

入

額

は

５

年

連

続

で

過

去

最

高

、

受

入

件

数

は

、

ほ

ぼ

横

ば

い

な

が

ら

も

制

度

創

設

以

来

の

初

の

減

少

と

な

っ

た

。

ま

た

、

６

年

中

の

寄

附

を

受

け

た

７

年

度

課

税

に

お

け

る

住

民

税

控

除

額

も

明

ら

か

に

さ

れ

て

お

り

、

控

除

額

は

同

�

・

２

％

増

の

約

８

７

１

０

億

円

、

控

除

適

用

者

数

は

同

７

・

８

％

増

の

約

１

０

８

０

万

人

で

、

そ

れ

ぞ

れ

過

去

最

高

を

更

新

し

た

。

　

受

入

額

等

の

実

績

は

全

都

道

府

県

・

市

区

町

村

の

６

年

４

月

か

ら

７

年

３

月

末

の

決

算

見

込

の

状

況

、

住

民

税

控

除

額

等

の

実

績

は

６

年

中

の

ふ

る

さ

と

納

税

に

係

る

７

年

度

課

税

に

お

け

る

控

除

の

適

用

状

況

を

調

査

し

た

も

の

と

な

る

。

　

受

入

額

の

多

か

っ

た

市

町

村

の

ト

ッ

プ

は

兵

庫

県

宝

塚

市

で

約

２

５

７

億

円

（

前

年

は

ト

ッ

プ

�

圏

外

）

、

２

位

は

北

海

道

白

糠

町

で

約

２

１

２

億

円

（

同

４

位

）

、

３

位

は

大

阪

市

泉

佐

野

市

で

約

１

８

２

億

円

（

同

３

位

）

、

４

位

は

宮

崎

県

都

城

市

で

１

７

７

億

円

（

同

１

位

）

、

５

位

は

北

海

道

別

海

町

で

約

１

７

４

億

円

（

同

５

位

）

だ

っ

た

。

な

お

、

ト

ッ

プ

の

宝

塚

市

は

市

民

２

人

に

よ

る

市

民

病

院

に

対

す

る

寄

附

約

２

５

４

億

円

を

含

ん

で

お

り

、

一

過

性

の

要

因

に

よ

る

ラ

ン

ク

イ

ン

と

な

っ

た

。

　

他

方

で

、

７

年

度

課

税

に

お

け

る

住

民

税

控

除

額

の

ト

ッ

プ

は

横

浜

市

で

約

３

４

３

億

円

（

控

除

適

用

者

数

は

約

�

万

人

）

、

２

位

は

名

古

屋

市

で

約

１

９

８

億

円

（

同

約

�

万

人

）

、

３

位

は

大

阪

市

で

約

１

９

２

億

円

（

同

約

�

万

人

）

、

４

位

は

川

崎

市

で

約

１

５

４

億

円

（

同

約

�

万

人

）

、

５

位

は

東

京

都

世

田

谷

区

で

約

１

２

３

億

円

（

同

約

�

万

人

）

だ

っ

た

。

こ

ち

ら

の

ト

ッ

プ

５

は

前

年

度

か

ら

順

位

に

変

動

は

な

か

っ

た

。

　

こ

の

額

は

、

本

来

、

住

民

税

が

納

め

ら

れ

る

は

ず

だ

っ

た

自

治

体

に

と

っ

て

は

流

出

し

た

税

収

と

な

る

。

な

お

、

こ

う

し

た

市

町

村

で

あ

っ

て

も

、

ふ

る

さ

と

納

税

に

よ

る

市

町

村

民

税

の

流

出

に

対

し

て

は

、

地

方

交

付

税

の

交

付

団

体

に

は

�

％

を

補

て

ん

す

る

仕

組

み

が

あ

る

。

　

７

年

度

の

普

通

交

付

税

の

交

付

団

体

（

３

面

に

関

連

記

事

）

を

み

る

と

、

ト

ッ

プ

の

横

浜

市

は

交

付

団

体

と

な

っ

て

い

る

た

め

、

実

質

的

な

流

出

額

の

ト

ッ

プ

は

２

位

の

普

通

交

付

税

の

不

交

付

団

体

で

あ

る

名

古

屋

市

で

あ

る

可

能

性

も

あ

る

。

た

だ

、

名

古

屋

市

は

ふ

る

さ

と

納

税

の

活

用

に

積

極

的

で

、

寄

附

の

受

入

額

が

全

国

７

位

の

約

１

３

８

億

円

と

な

っ

て

い

る

た

め

、

受

入

額

ま

で

も

考

慮

す

れ

ば

同

じ

く

の

不

交

付

団

体

で

あ

る

４

位

の

川

崎

市

（

３

位

の

大

阪

市

は

交

付

団

体

）

の

方

が

名

古

屋

市

よ

り

も

流

出

額

が

多

く

な

る

か

も

し

れ

な

い

。

　

ま

た

、

今

回

の

発

表

で

は

全

自

治

体

が

ふ

る

さ

と

納

税

の

募

集

に

要

し

た

費

用

の

う

ち

、

ポ

ー

タ

ル

サ

イ

ト

運

営

事

業

者

に

支

払

っ

た

費

用

の

総

額

が

初

め

て

明

ら

か

に

さ

れ

、

同

費

用

は

１

６

５

６

億

円

と

な

っ

て

お

り

、

寄

附

金

額

全

体

の

�

％

を

占

め

た

。

　

本

件

は

、

Ｘ

社

を

被

合

併

法

人

と

す

る

合

併

（

本

件

合

併

１

）

を

し

た

Ｙ

社

に

加

え

、

Ｌ

社

、

Ｍ

社

お

よ

び

Ｎ

社

を

被

合

併

法

人

と

す

る

合

併

を

し

た

法

人

（

納

税

者

）

が

、

法

人

税

法

所

定

の

適

格

合

併

が

行

わ

れ

た

場

合

に

適

用

さ

れ

る

同

法

�

条

２

項

お

よ

び

�

条

の

９

第

２

項

２

号

の

各

規

定

（

法

律

は

い

ず

れ

も

処

分

当

時

の

も

の

）

に

よ

り

、

Ｘ

社

の

本

件

合

併

１

の

直

前

に

お

け

る

欠

損

金

額

約

�

億

円

（

本

件

未

処

理

欠

損

金

額

）

を

納

税

者

の

連

結

欠

損

金

額

と

み

な

し

て

、

平

成

�

年

３

月

期

の

連

結

事

業

年

度

の

法

人

税

等

の

連

結

確

定

申

告

を

し

た

。

こ

れ

に

対

し

、

所

轄

税

務

署

長

が

本

件

未

処

理

欠

損

金

額

を

納

税

者

の

連

結

欠

損

金

額

と

み

な

す

こ

と

を

認

め

ず

、

更

正

処

分

等

を

し

た

こ

と

か

ら

争

い

と

な

っ

て

い

た

も

の

。

　

地

裁

は

本

件

各

合

併

は

何

ら

不

自

然

な

も

の

と

は

い

え

ず

、

こ

の

よ

う

な

ス

キ

ー

ム

を

採

用

し

て

合

併

を

行

う

こ

と

に

「

合

理

的

な

理

由

と

な

る

事

業

目

的

そ

の

他

の

事

由

」

が

存

在

す

る

こ

と

か

ら

す

る

と

、

組

織

再

編

税

制

に

係

る

各

規

定

の

本

来

の

趣

旨

お

よ

び

目

的

か

ら

逸

脱

す

る

態

様

で

そ

の

適

用

を

受

け

る

も

の

と

は

認

め

ら

れ

な

い

と

指

摘

。

各

合

併

が

法

人

税

法

１

３

２

条

の

２

に

い

う

「

法

人

税

の

負

担

を

不

当

に

減

少

さ

せ

る

結

果

と

な

る

と

認

め

ら

れ

る

も

の

」

（

不

当

性

要

件

）

に

当

た

る

と

い

う

こ

と

は

で

き

な

い

と

し

て

、

処

分

を

違

法

だ

と

し

て

取

り

消

し

て

い

た

。

　

高

裁

で

国

側

は

、

平

成

�

年

の

法

人

税

法

改

正

時

、

包

括

的

な

租

税

回

避

防

止

措

置

と

し

て

規

定

さ

れ

た

同

法

１

３

２

条

の

２

の

適

用

例

と

し

て

、

複

数

の

組

織

再

編

成

を

段

階

的

に

組

み

合

わ

せ

る

こ

と

な

ど

に

よ

り

受

け

る

べ

き

課

税

を

免

れ

る

事

例

や

、

繰

越

欠

損

金

や

含

み

損

の

あ

る

会

社

を

買

収

し

、

こ

れ

を

利

用

す

る

た

め

に

組

織

再

編

成

を

行

う

事

例

が

想

定

さ

れ

て

い

た

な

ど

と

主

張

し

た

。

　

こ

の

点

に

つ

い

て

、

高

裁

は

国

側

が

挙

げ

る

文

献

等

に

は

そ

の

よ

う

な

記

載

が

見

ら

れ

る

も

の

の

、

こ

れ

ら

の

文

献

等

も

組

織

再

編

成

を

段

階

的

に

組

み

合

わ

せ

る

こ

と

が

直

ち

に

組

織

再

編

税

制

の

濫

用

に

当

た

る

と

す

る

趣

旨

で

述

べ

て

い

る

も

の

で

は

な

い

と

指

摘

。

　

ま

た

、

繰

越

欠

損

金

の

あ

る

会

社

を

買

収

し

、

結

果

的

に

欠

損

金

額

の

引

継

ぎ

が

な

さ

れ

た

か

ら

と

い

っ

て

、

そ

れ

が

当

然

に

組

織

再

編

税

制

の

濫

用

に

当

た

る

も

の

で

も

な

い

な

ど

と

し

て

地

裁

判

決

を

支

持

。

国

側

の

控

訴

に

対

し

て

は

理

由

が

な

い

と

し

て

退

け

た

。

令

和

　

年

　

月

　

日
７ ８ ４

第３６６１号
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我

が

家

で

子

ど

も

か

ら

、

夏

休

み

の

宿

題

で

あ

る

「

税

の

標

語

」

を

考

え

る

の

で

税

に

つ

い

て

教

え

て

ほ

し

い

と

相

談

を

受

け

た

。

そ

れ

で

税

が

な

ぜ

存

在

す

る

の

か

や

、

税

が

ど

の

よ

う

に

使

わ

れ

て

い

る

の

か

、

税

が

な

く

な

る

と

世

の

中

は

ど

う

な

っ

て

し

ま

う

の

か

話

し

合

っ

た

★

普

段

一

緒

に

生

活

を

し

て

い

て

も

税

に

つ

い

て

話

し

合

う

機

会

な

ど

ほ

と

ん

ど

な

い

。

そ

う

し

た

機

会

が

あ

っ

た

と

し

て

も

、

や

れ

税

が

高

い

だ

と

か

、

無

駄

遣

い

が

ひ

ど

い

だ

と

か

、

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

不

満

ば

か

り

に

な

っ

て

し

ま

う

。

今

回

、

宿

題

を

き

っ

か

け

に

、

な

ぜ

税

が

必

要

な

の

か

話

し

合

え

た

★

先

の

参

院

選

で

は

消

費

税

減

税

が

主

要

な

争

点

に

な

っ

た

。

誰

で

も

自

身

に

課

さ

れ

る

税

は

少

な

い

方

が

よ

い

と

考

え

る

は

ず

だ

。

だ

が

、

そ

れ

は

将

来

世

代

に

負

担

を

先

送

り

し

て

い

る

だ

け

な

の

で

は

な

い

か

？

　

子

ど

も

た

ち

に

は

何

と

説

明

を

し

た

ら

よ

い

の

だ

ろ

う

か

。

（

Ｚ

）

　

会

計

検

査

院

が

昨

年

�

月

に

公

表

し

た

令

和

５

年

度

決

算

検

査

報

告

の

中

で

、

相

続

等

に

よ

り

取

得

し

た

財

産

の

う

ち

取

引

相

場

の

な

い

株

式

の

評

価

に

つ

い

て

、

評

価

制

度

の

あ

り

方

を

さ

ま

ざ

ま

な

視

点

か

ら

よ

り

適

切

な

も

の

と

な

る

よ

う

検

討

を

行

う

こ

と

を

国

税

庁

に

求

め

た

。

こ

の

問

題

に

つ

い

て

、

日

本

税

理

士

会

連

合

会

は

６

月

に

ま

と

め

た

８

年

度

税

制

改

正

に

関

す

る

建

議

書

で

、

「

同

院

の

指

摘

を

も

っ

て

、

評

価

方

法

の

是

非

等

を

直

ち

に

結

論

付

け

る

こ

と

は

で

き

な

い

が

（

中

略

）

、

評

価

の

適

正

性

に

問

題

が

な

い

か

と

い

う

観

点

か

ら

実

態

把

握

を

行

い

、

そ

の

上

で

必

要

な

検

討

が

な

さ

れ

る

べ

き

で

あ

る

」

な

ど

と

す

る

考

え

を

示

し

て

い

る

。

（

７

月

�

日

）

国

税

庁

長

官

官

房

付

（

仙

台

国

税

局

長

）馬

場

　

　

健

兼

仙

台

国

税

局

長

心

得

（

仙

台

国

税

局

総

務

部

長

）

松

井

　

誠

二

　

一

般

社

団

法

人

日

本

損

害

保

険

協

会

（

舩

曵

真

一

郎

会

長

）

は

７

月

�

日

、

「

令

和

８

年

度

税

制

改

正

要

望

」

を

公

表

し

た

。

　

要

望

は

７

項

目

に

わ

た

り

、

主

な

内

容

は

次

の

通

り

。

　

①

火

災

保

険

等

に

係

る

異

常

危

険

準

備

金

制

度

に

つ

い

て

、

洗

替

保

証

率

を

現

行

の

�

％

か

ら

�

％

に

引

き

上

げ

る

こ

と

（

本

則

積

立

率

と

な

る

残

高

率

も

同

様

に

引

上

げ

）

　

②

国

際

課

税

ル

ー

ル

に

基

づ

く

国

内

法

制

度

の

見

直

し

や

実

施

に

あ

た

っ

て

は

、

損

害

保

険

ビ

ジ

ネ

ス

の

特

性

を

踏

ま

え

、

正

当

な

経

済

活

動

を

阻

害

す

る

こ

と

が

な

い

よ

う

十

分

に

留

意

す

る

こ

と

　

③

消

費

税

率

の

引

上

げ

に

伴

っ

て

拡

大

す

る

、

損

害

保

険

に

係

る

消

費

税

制

上

の

課

題

（

「

税

の

累

積

」

・

「

税

の

中

立

性

の

阻

害

」

）

を

解

消

す

る

抜

本

的

な

対

策

を

検

討

す

る

こ

と

　

④

確

定

拠

出

年

金

制

度

に

つ

い

て

、

個

人

型

年

金

お

よ

び

企

業

型

年

金

の

積

立

金

を

対

象

と

し

た

特

別

法

人

税

を

撤

廃

す

る

こ

と

　

⑤

地

震

保

険

の

さ

ら

な

る

普

及

の

た

め

、

保

険

料

控

除

制

度

の

充

実

策

に

つ

い

て

検

討

す

る

こ

と

　

⑥

受

取

配

当

等

益

金

不

算

入

制

度

に

つ

い

て

、

「

二

重

課

税

の

排

除

」

の

観

点

か

ら

議

論

を

行

う

こ

と

　

⑦

損

害

保

険

業

に

係

る

法

人

事

業

税

の

現

行

課

税

方

式

の

継

続

　

一

般

社

団

法

人

生

命

保

険

協

会

（

高

田

幸

徳

会

長

）

は

７

月

�

日

、

令

和

８

年

度

税

制

改

正

に

関

す

る

要

望

を

公

表

し

た

。

　

同

協

会

は

重

点

要

望

項

目

と

し

て

、

「

子

育

て

世

帯

に

対

す

る

生

命

保

険

料

控

除

拡

充

の

恒

久

化

」

を

要

望

。

８

年

分

所

得

税

に

お

い

て

、

１

年

間

の

時

限

措

置

と

し

て

講

じ

ら

れ

る

「

�

歳

未

満

の

扶

養

親

族

が

い

る

場

合

の

新

生

命

保

険

料

に

係

る

一

般

生

命

保

険

料

控

除

枠

の

現

行

４

万

円

の

所

得

税

・

適

用

限

度

額

に

対

す

る

２

万

円

の

上

乗

せ

措

置

」

を

恒

久

措

置

と

す

る

こ

と

を

求

め

て

い

る

。

　

ま

た

、

前

年

度

に

引

き

続

き

、

公

的

年

金

制

度

を

補

完

す

る

企

業

年

金

制

度

（

確

定

給

付

企

業

年

金

制

度

、

企

業

型

確

定

拠

出

年

金

制

度

、

厚

生

年

金

基

金

制

度

）

お

よ

び

個

人

型

確

定

拠

出

年

金

制

度

等

の

積

立

金

に

係

る

特

別

法

人

税

の

撤

廃

お

よ

び

撤

廃

に

至

ら

な

い

場

合

で

あ

っ

て

も

課

税

停

止

措

置

を

延

長

す

る

こ

と

を

重

点

項

目

と

し

て

要

望

。

　

こ

の

ほ

か

、

確

定

給

付

企

業

年

金

制

度

に

つ

い

て

、

企

業

の

年

金

支

給

義

務

等

を

移

転

さ

せ

る

仕

組

み

を

導

入

す

る

た

め

の

措

置

や

、

企

業

型

確

定

拠

出

年

金

制

度

に

お

け

る

退

職

時

の

中

途

引

出

し

（

脱

退

一

時

金

）

に

つ

い

て

支

給

要

件

を

緩

和

す

る

こ

と

な

ど

を

要

望

し

た

。

　

生

命

保

険

契

約

関

係

で

は

、

遺

族

の

生

活

資

金

確

保

の

た

め

、

相

互

扶

助

の

原

理

に

基

づ

い

て

支

払

わ

れ

る

死

亡

保

険

金

の

相

続

税

非

課

税

限

度

額

に

つ

い

て

、

現

行

限

度

額

（

法

定

相

続

人

数

×

５

０

０

万

円

）

に

、

「

配

偶

者

分

５

０

０

万

円

＋

未

成

年

の

被

扶

養

法

定

相

続

人

数

×

５

０

０

万

円

」

を

加

算

す

る

こ

と

を

求

め

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

今

般

の

米

国

の

関

税

措

置

に

よ

り

影

響

を

受

け

る

酒

類

事

業

者

に

対

す

る

各

種

支

援

策

を

公

表

し

た

。

　

こ

れ

は

、

政

府

が

令

和

７

年

４

月

�

日

に

開

催

し

た

「

第

３

回

米

国

の

関

税

措

置

に

関

す

る

総

合

対

策

本

部

」

に

お

い

て

「

米

国

関

税

措

置

を

受

け

た

緊

急

対

応

パ

ッ

ケ

ー

ジ

」

を

決

定

・

公

表

し

た

こ

と

を

受

け

た

も

の

。

　

同

庁

は

、

相

談

体

制

の

整

備

を

図

っ

て

お

り

、

同

庁

及

び

全

国

�

の

国

税

局

・

国

税

事

務

所

か

ら

な

る

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

と

、

平

時

か

ら

の

酒

類

業

者

と

の

関

係

を

生

か

し

、

米

国

へ

の

輸

出

に

取

り

組

む

全

国

の

酒

類

業

者

に

ヒ

ア

リ

ン

グ

を

実

施

し

た

ほ

か

、

酒

類

業

者

か

ら

寄

せ

ら

れ

る

相

談

に

随

時

、

き

め

細

か

く

対

応

し

て

い

る

。

　

米

国

の

関

税

措

置

に

よ

り

、

酒

類

の

輸

出

に

個

別

の

問

題

が

生

じ

た

際

の

各

国

税

局

及

び

国

税

事

務

所

の

相

談

窓

口

は

「

酒

類

業

調

整

官

」

と

な

る

。

相

談

希

望

者

は

、

各

国

税

局

の

代

表

電

話

番

号

に

掛

け

て

、

「

酒

類

業

調

整

官

宛

」

で

あ

る

旨

を

伝

え

れ

ば

、

相

談

窓

口

に

つ

な

が

る

。

　

ま

た

、

資

金

繰

り

を

は

じ

め

と

し

た

支

援

の

強

化

に

も

取

り

組

ん

で

お

り

、

酒

類

業

者

に

対

し

て

、

資

金

繰

り

に

関

す

る

政

策

金

融

の

周

知

広

報

を

行

っ

て

い

る

ほ

か

、

雇

用

調

整

助

成

金

等

の

各

種

支

援

制

度

に

つ

い

て

の

情

報

提

供

を

実

施

し

て

い

る

。

　

同

報

告

で

検

査

院

は

「

類

似

業

種

比

準

方

式

及

び

併

用

方

式

に

よ

る

評

価

額

が

純

資

産

価

額

方

式

に

よ

る

評

価

額

に

比

べ

て

相

当

程

度

低

く

算

定

さ

れ

る

傾

向

が

あ

り

、

各

評

価

方

式

の

間

で

評

価

額

に

相

当

の

か

い

離

が

生

じ

て

お

り

、

申

告

評

価

額

は

、

評

価

会

社

の

規

模

が

大

き

い

区

分

ほ

ど

純

資

産

価

額

に

比

べ

て

低

く

な

る

状

況

と

な

っ

て

い

た

」

と

し

た

上

で

、

「

類

似

業

種

比

準

価

額

の

計

算

式

は

評

価

会

社

の

業

績

等

の

実

態

を

踏

ま

え

て

株

式

を

評

価

す

る

方

法

と

し

て

適

切

に

機

能

し

て

い

な

い

お

そ

れ

が

あ

る

」

な

ど

と

し

、

国

税

庁

に

内

容

の

検

討

を

求

め

て

い

た

。

　

そ

の

検

討

に

当

た

っ

て

、

日

税

連

は

同

建

議

書

の

中

で

「

『

時

価

』

が

客

観

的

交

換

価

値

で

あ

る

と

い

う

点

を

踏

ま

え

る

と

、

取

引

相

場

の

な

い

株

式

の

評

価

に

つ

い

て

は

、

実

際

の

取

引

で

用

い

ら

れ

て

い

る

株

式

価

値

の

算

定

方

法

や

実

例

を

参

考

に

す

る

必

要

が

あ

る

」

と

指

摘

。

さ

ら

に

取

引

相

場

の

な

い

株

式

は

換

金

性

が

乏

し

い

上

、

相

続

等

に

よ

り

株

式

を

取

得

し

た

後

継

者

等

は

そ

の

事

業

を

続

け

る

こ

と

が

通

常

で

あ

る

こ

と

を

理

由

に

、

継

続

企

業

を

前

提

と

し

た

評

価

の

あ

り

方

に

つ

い

て

あ

わ

せ

て

考

慮

す

べ

き

と

し

た

。

　

な

お

、

配

当

金

額

に

つ

い

て

は

、

類

似

業

種

の

株

価

決

定

等

に

お

け

る

重

要

な

要

素

で

あ

り

、

類

似

業

種

比

準

方

式

の

計

算

に

お

い

て

こ

れ

を

軽

視

す

べ

き

で

は

な

い

な

ど

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

検

査

院

が

「

配

当

還

元

方

式

の

還

元

率

は

、

（

昭

和

）

�

年

の

評

価

通

達

制

定

当

時

の

金

利

等

を

参

考

に

す

る

な

ど

し

て

設

定

し

た

と

し

て

い

る

が

、

そ

の

後

、

我

が

国

の

金

利

の

水

準

は

長

期

的

に

低

下

し

て

き

て

い

る

の

に

、

見

直

さ

れ

て

い

な

い

」

と

指

摘

し

た

点

に

つ

い

て

、

日

税

連

は

還

元

率

が

よ

り

適

正

な

も

の

と

な

る

よ

う

社

会

経

済

の

変

化

等

を

踏

ま

え

つ

つ

、

株

式

投

資

を

含

め

た

投

資

に

対

す

る

回

収

率

等

を

参

考

と

す

べ

き

と

し

て

い

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



デジタル遺言３案の概要

甲案

乙案 丙案

甲１案 甲２案

作成等

パソコン等を利用して遺言の全文等を入力した電磁的記録を作成

― 電子署名

電磁的記録をプ

リントアウト等

した書面に署名

録音等

証人２人以上

の前で遺言の

全文等を口述

し、証人が自

己の氏名等を

口述。その状

況を録音・録

画

遺言の全文等を

口述して録音。

遺言者以外の者

が口述できない

ようにする措置

等をとる（民間

事業者のサービ

ス利用を想定）

― ―

保管等 ― ―

公的機関に電磁

的記録をオンラ

インで保管申請

し、対面または

ウェブで遺言の

全文を口述

公的機関に書面

を持参または郵

送で保管申請

し、対面または

ウェブで遺言の

全文を口述

家裁の検認 必要 不要

　☆７年度税制改正の動画を

公開　財務省は７月�日、令

和７年度税制改正の概要を説

明する動画をＹｏｕＴｕｂｅ

の財務省公式チャンネルに公

開した。個人所得課税では、

所得税の基礎控除の引上げや

給与所得控除の最低保障額の

引上げ、大学生年代の子の親

への特別控除の創設などにつ

いて説明している。

　☆７年度版の暮らしの税情

報を公表　国税庁は７月�

日、パンフレット「暮らしの税

情報」（令和７年度版）を公表

した。７年４月１日現在の法

令等に基づいて、暮らしの中

の税について説明している。

　☆大法人向けに電子申告義

務化のリーフレット　国税庁

は７月�日、リーフレット「大

法人等の皆様　電子申告義務

化に対応できていますか？」

を公表した。リーフレットで

は、対象法人の範囲、対象税

目及び対象手続、対象書類及

び提出可能なデータ形式等に

ついて説明している。

　

法

務

省

は

７

月

�

日

、

パ

ソ

コ

ン

な

ど

で

作

成

す

る

「

デ

ジ

タ

ル

遺

言

」

の

創

設

な

ど

を

盛

り

込

ん

だ

「

民

法

（

遺

言

関

係

）

等

の

改

正

に

関

す

る

中

間

試

案

」

を

公

表

し

、

意

見

募

集

（

パ

ブ

リ

ッ

ク

・

コ

メ

ン

ト

）

を

開

始

し

た

。

遺

言

を

電

磁

的

記

録

で

作

成

し

、

全

文

等

の

口

述

を

録

音

・

録

画

等

に

よ

り

記

録

し

て

遺

言

す

る

方

式

な

ど

３

案

が

示

さ

れ

た

。

３

案

の

一

つ

ま

た

は

複

数

を

創

設

す

る

こ

と

を

検

討

す

る

と

し

て

い

る

。

ま

た

、

自

筆

証

書

遺

言

等

に

お

け

る

押

印

要

件

に

つ

い

て

、

押

印

を

不

要

と

す

る

案

も

検

討

す

る

と

し

て

い

る

。

パ

ブ

コ

メ

は

９

月

�

日

ま

で

と

な

っ

て

い

る

。

　

総

務

省

は

７

月

�

日

、

令

和

７

年

度

の

普

通

交

付

税

の

交

付

額

等

を

決

定

し

た

。

そ

れ

に

よ

る

と

、

７

年

度

の

不

交

付

団

体

は

都

道

府

県

が

前

年

同

様

に

東

京

都

の

み

、

市

町

村

は

前

年

か

ら

２

増

の

�

市

町

村

だ

っ

た

。

不

交

付

団

体

は

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

の

影

響

で

令

和

３

年

に

�

団

体

ま

で

落

ち

込

ん

で

以

降

、

税

収

の

回

復

も

あ

っ

て

４

年

連

続

で

増

加

し

て

い

る

。

ま

た

、

普

通

交

付

税

の

総

額

は

前

年

比

１

・

６

％

増

の

�

兆

８

１

９

８

億

円

で

、

同

額

が

不

交

付

団

体

を

除

く

�

道

府

県

、

１

６

３

４

市

町

村

に

交

付

さ

れ

る

。

　

地

方

交

付

税

は

地

方

団

体

間

の

財

源

の

不

均

衡

を

調

整

し

、

す

べ

て

の

地

方

団

体

が

一

定

の

水

準

を

維

持

し

得

る

よ

う

財

源

を

保

障

す

る

た

め

、

本

来

は

地

方

の

税

収

と

す

べ

き

と

こ

ろ

を

国

が

国

税

と

し

て

徴

収

し

、

一

定

の

基

準

に

よ

っ

て

再

配

分

し

て

い

る

。

所

得

税

と

法

人

税

の

�

・

１

％

、

酒

税

の

�

％

、

消

費

税

の

�

・

５

％

、

地

方

法

人

税

の

全

額

が

財

源

と

な

る

。

　

地

方

交

付

税

に

は

普

通

交

付

税

（

交

付

税

総

額

の

�

％

）

と

特

別

交

付

税

（

同

６

％

）

が

あ

り

、

こ

の

う

ち

普

通

交

付

税

は

行

政

サ

ー

ビ

ス

を

自

主

財

源

で

あ

る

税

収

な

ど

で

賄

う

こ

と

の

で

き

る

自

治

体

に

は

交

付

さ

れ

ず

、

普

通

交

付

税

を

受

け

取

ら

な

い

自

治

体

を

不

交

付

団

体

と

い

う

。

　

７

年

度

に

交

付

団

体

か

ら

新

た

に

不

交

付

団

体

と

な

っ

た

の

は

、

宮

城

県

女

川

町

、

栃

木

県

宇

都

宮

市

と

芳

賀

町

、

群

馬

県

太

田

市

と

大

泉

町

、

神

奈

川

県

平

塚

市

と

愛

川

町

、

静

岡

県

裾

野

市

、

愛

知

県

半

田

市

、

熊

本

県

菊

陽

町

の

�

団

体

。

　

一

方

、

不

交

付

団

体

か

ら

交

付

団

体

と

な

っ

た

の

は

宮

城

県

大

和

町

、

福

島

県

新

地

町

、

群

馬

県

明

和

町

、

埼

玉

県

朝

霞

市

、

千

葉

県

芝

山

町

、

東

京

都

昭

島

市

と

小

平

市

、

山

梨

県

山

中

湖

村

の

８

団

体

だ

っ

た

。

　

中

小

企

業

庁

は

�

月

７

日

、

都

内

の

イ

イ

ノ

ホ

ー

ル

＆

カ

ン

フ

ァ

レ

ン

ス

セ

ン

タ

ー

で

第

１

部

の

１

０

０

億

企

業

創

出

シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム

と

第

２

部

の

経

営

者

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

お

よ

び

交

流

会

を

開

催

す

る

。

　

シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム

は

会

場

型

と

配

信

の

ハ

イ

ブ

リ

ッ

ド

開

催

を

予

定

し

て

お

り

、

１

０

０

億

企

業

以

外

で

も

参

加

が

可

能

だ

が

、

経

営

者

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

は

１

０

０

億

企

業

の

み

が

参

加

可

能

と

な

っ

て

い

る

。

い

ず

れ

も

現

時

点

で

は

参

加

者

の

募

集

は

始

ま

っ

て

お

ら

ず

、

詳

細

は

１

０

０

億

企

業

成

長

ポ

ー

タ

ル

で

更

新

す

る

。

　

シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム

で

は

講

演

と

パ

ネ

ル

デ

ィ

ス

カ

ッ

シ

ョ

ン

を

実

施

。

ま

た

、

経

営

者

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

は

１

０

０

億

宣

言

企

業

の

経

営

者

を

対

象

に

高

い

成

長

意

欲

を

持

つ

経

営

者

同

士

の

闊

達

な

デ

ィ

ス

カ

ッ

シ

ョ

ン

や

交

流

等

を

通

じ

、

地

域

、

業

種

、

社

歴

等

を

超

え

て

、

成

長

の

視

座

・

発

想

や

経

営

課

題

の

気

づ

き

等

を

得

て

、

自

社

の

経

営

に

活

か

す

こ

と

を

目

的

に

開

催

す

る

。

　

中

間

試

案

で

は

、

普

通

方

式

の

遺

言

に

お

い

て

、

現

行

の

方

式

に

加

え

、

遺

言

の

本

文

を

パ

ソ

コ

ン

、

ス

マ

ー

ト

フ

ォ

ン

等

に

よ

り

作

成

し

た

電

磁

的

記

録

ま

た

は

プ

リ

ン

ト

ア

ウ

ト

等

し

た

書

面

に

よ

る

方

式

を

創

設

す

る

と

し

た

。

３

案

の

概

要

は

表

の

と

お

り

。

　

甲

案

は

、

遺

言

の

本

文

を

電

磁

的

記

録

に

よ

り

作

成

し

、

遺

言

者

に

よ

る

全

文

等

の

口

述

を

録

音

・

録

画

等

に

よ

り

記

録

し

て

遺

言

す

る

方

式

で

、

甲

１

案

と

甲

２

案

が

あ

る

。

甲

１

案

は

証

人

の

立

会

い

を

要

件

と

す

る

も

の

で

、

甲

２

案

は

証

人

を

要

せ

ず

、

こ

れ

に

相

当

す

る

措

置

を

要

件

と

す

る

も

の

。

甲

２

案

で

は

、

口

述

時

に

、

本

人

確

認

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

機

能

等

を

備

え

た

、

民

間

事

業

者

の

提

供

す

る

ア

プ

リ

ケ

ー

シ

ョ

ン

を

利

用

す

る

こ

と

を

想

定

し

て

い

る

。

　

乙

案

と

丙

案

は

、

遺

言

の

本

文

を

電

磁

的

記

録

（

乙

案

）

ま

た

は

プ

リ

ン

ト

ア

ウ

ト

等

し

た

書

面

（

丙

案

）

に

よ

り

作

成

し

、

公

的

機

関

で

保

管

し

て

遺

言

す

る

方

式

。

遺

言

の

保

管

は

現

行

の

自

筆

証

書

遺

言

書

保

管

制

度

の

取

扱

い

と

同

様

と

し

て

い

る

。

保

管

申

請

の

際

に

、

遺

言

の

全

文

を

口

述

す

る

こ

と

と

し

て

お

り

、

公

的

機

関

に

出

頭

し

て

行

う

ほ

か

、

一

定

の

場

合

に

ウ

ェ

ブ

会

議

の

利

用

を

可

能

と

す

る

こ

と

を

想

定

し

て

い

る

。

　

日

付

に

つ

い

て

は

、

甲

案

に

よ

る

遺

言

は

遺

言

が

完

成

し

た

日

を

遺

言

者

が

記

録

、

乙

案

、

丙

案

に

よ

る

遺

言

は

遺

言

が

完

成

し

た

日

（

＝

遺

言

を

保

管

し

た

日

）

を

公

的

機

関

が

記

録

す

る

と

し

て

い

る

。

　

加

除

そ

の

他

の

変

更

は

、

別

の

遺

言

に

よ

っ

て

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

し

て

い

る

。

撤

回

に

つ

い

て

は

、

甲

案

は

故

意

の

遺

言

の

破

棄

に

よ

る

撤

回

擬

制

を

認

め

る

か

否

か

、

乙

案

は

保

管

の

申

請

の

撤

回

に

よ

る

撤

回

擬

制

を

認

め

る

か

否

か

を

検

討

す

る

と

し

て

い

る

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

７

月

�

日

の

参

議

院

選

挙

の

結

果

は

自

民

、

公

明

の

与

党

の

獲

得

議

席

�

、

非

改

選

と

併

せ

て

１

２

２

で

参

議

院

の

過

半

数

（

１

２

５

）

に

届

か

な

か

っ

た

。

衆

議

院

で

は

す

で

に

過

半

数

割

れ

で

、

両

院

が

過

半

数

割

れ

と

な

り

、

こ

れ

か

ら

は

政

府

の

予

算

や

法

案

が

原

案

の

ま

ま

の

成

立

の

保

証

は

な

く

、

野

党

の

修

正

要

求

が

あ

れ

ば

取

り

込

ま

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

、

野

党

が

全

会

一

致

す

れ

ば

野

党

提

案

の

法

律

が

成

立

す

る

状

況

と

な

っ

た

。

さ

ら

に

、

自

民

政

権

下

野

も

あ

り

得

る

が

、

野

党

が

一

丸

と

な

っ

て

非

自

民

政

権

を

作

る

動

き

は

な

く

、

衆

参

両

院

と

も

第

一

党

の

自

民

党

が

政

権

を

担

わ

ざ

る

を

得

な

い

状

況

に

あ

る

。

　

石

破

総

理

は

、

国

内

外

の

情

勢

と

り

わ

け

米

国

と

ト

ラ

ン

プ

関

税

交

渉

中

で

政

治

の

空

白

を

許

す

状

況

に

は

な

い

と

し

て

、

�

日

の

記

者

会

見

で

続

投

を

表

明

し

た

。

　

し

か

し

、

交

渉

は

�

日

（

日

本

時

間

）

に

妥

結

、

自

民

党

内

に

は

衆

議

院

選

、

都

議

会

議

員

選

、

参

議

院

選

と

３

連

敗

し

た

総

理

の

責

任

を

問

う

声

は

強

い

。

こ

れ

に

対

し

総

理

は

、

選

挙

敗

北

の

責

任

は

あ

る

が

交

渉

結

果

の

日

米

双

方

の

実

行

の

た

め

政

治

空

白

は

作

る

べ

き

で

は

な

い

な

ど

主

張

、

公

約

の

�

議

席

の

未

達

で

引

責

辞

任

を

求

め

る

主

張

と

の

対

立

激

化

、

�

日

の

自

民

党

両

院

議

員

総

会

懇

談

会

で

は

ま

と

ま

ら

ず

、

８

月

８

日

に

参

院

選

総

括

と

今

後

の

党

運

営

に

つ

い

て

両

院

議

員

総

会

を

開

く

と

報

じ

ら

れ

て

い

る

。

自

民

党

の

盛

衰

に

関

わ

る

判

断

が

求

め

ら

れ

て

い

る

と

言

え

よ

う

。

　

今

回

の

選

挙

の

自

民

党

敗

北

の

背

景

に

は

、

一

つ

は

石

破

総

理

に

対

す

る

不

評

が

あ

る

。

ま

た

、

自

公

与

党

敗

北

、

共

産

議

席

減

、

立

民

現

状

維

持

、

維

新

は

微

増

に

と

ど

ま

り

、

国

民

民

主

党

（

４

か

ら

�

議

席

へ

）

、

参

政

党

（

１

か

ら

�

議

席

へ

）

が

著

増

し

た

こ

と

は

、

両

党

が

期

待

に

応

え

て

く

れ

な

い

既

存

政

党

支

持

者

の

不

満

の

受

け

皿

と

な

っ

た

側

面

が

あ

る

と

思

う

。

と

り

わ

け

、

�

歳

未

満

の

若

年

層

の

支

持

が

国

民

民

主

党

、

参

政

党

、

れ

い

わ

、

保

守

党

に

流

れ

た

と

み

ら

れ

て

い

る

。

投

票

率

が

�

・

�

％

と

２

０

２

２

年

の

参

院

選

を

６

㌽

超

上

回

っ

た

影

響

も

あ

ろ

う

。

　

自

民

敗

北

は

、

加

え

て

、

政

治

資

金

問

題

、

衰

退

日

本

へ

の

国

民

の

苛

立

ち

、

米

価

は

じ

め

物

価

問

題

へ

の

政

権

の

対

応

の

拙

さ

、

自

民

党

の

派

閥

解

消

や

支

持

組

織

の

弱

体

化

が

響

い

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。

各

党

の

選

挙

公

約

は

物

価

対

策

が

焦

点

で

あ

っ

た

。

自

民

党

は

現

金

給

付

、

野

党

は

ガ

ソ

リ

ン

税

、

消

費

税

、

所

得

税

減

税

な

ど

主

張

し

た

が

、

い

ず

れ

も

選

挙

目

当

て

の

ポ

ピ

ュ

リ

ズ

ム

的

対

応

で

あ

り

、

そ

れ

で

解

決

す

る

問

題

で

は

な

い

。

膨

大

な

国

債

残

高

を

抱

え

る

財

政

問

題

も

あ

る

。

物

価

対

策

は

、

需

要

抑

制

、

生

産

拡

大

、

便

乗

値

上

厳

禁

を

基

本

と

す

べ

き

で

あ

る

。

　

今

後

、

与

党

は

、

内

外

の

情

勢

を

総

合

的

に

踏

ま

え

、

長

期

的

展

望

を

持

っ

て

国

益

に

か

な

う

政

策

を

迅

速

、

的

確

に

国

民

に

示

し

、

野

党

に

賛

否

を

迫

る

こ

と

が

大

切

で

あ

る

。

そ

れ

が

党

勢

回

復

の

途

で

あ

ろ

う

。

ま

た

、

国

民

の

信

望

を

担

え

る

人

材

の

登

用

が

必

要

で

あ

る

。

野

党

も

国

益

を

踏

ま

え

た

対

立

軸

を

示

す

べ

き

で

あ

る

。

（

匡

）

　

公

益

財

団

法

人

全

国

法

人

会

総

連

合

（

斎

藤

保

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

会

員

企

業

を

対

象

に

業

況

や

人

手

不

足

対

応

な

ど

に

関

す

る

調

査

を

行

っ

た

。

い

わ

ゆ

る

「

ト

ラ

ン

プ

関

税

」

に

関

す

る

設

問

で

は

、

「

あ

ま

り

・

全

く

影

響

が

な

い

」

と

す

る

回

答

が

約

半

数

だ

っ

た

一

方

、

雇

用

状

況

に

つ

い

て

は

、

前

々

回

の

�

・

０

％

、

前

回

の

�

・

１

％

と

同

水

準

の

�

・

９

％

が

「

人

手

不

足

」

と

回

答

し

て

い

る

。

　

調

査

に

は

法

人

会

ア

ン

ケ

ー

ト

調

査

シ

ス

テ

ム

（

登

録

数

１

万

４

４

５

５

人

）

を

活

用

、

１

９

３

２

人

（

�

・

４

％

）

の

中

小

企

業

経

営

者

ら

か

ら

回

答

を

得

た

。

　

令

和

７

年

６

月

時

点

で

の

業

況

に

つ

い

て

の

設

問

で

は

、

昨

年

�

月

に

実

施

し

た

前

回

調

査

と

比

較

す

る

と

、

「

良

い

」

が

３

・

６

％

減

少

、

「

悪

い

」

が

１

・

４

％

増

加

、

「

ど

ち

ら

と

も

言

え

な

い

」

が

２

・

２

％

増

加

し

て

い

る

。

　

い

わ

ゆ

る

「

ト

ラ

ン

プ

関

税

」

に

関

す

る

設

問

で

は

、

「

大

い

に

・

多

少

は

影

響

が

あ

る

」

と

し

た

の

は

�

・

０

％

と

、

「

あ

ま

り

・

全

く

影

響

が

な

い

」

の

�

・

８

％

を

下

回

り

、

「

今

後

は

影

響

が

出

て

く

る

と

思

う

」

を

あ

わ

せ

て

よ

う

や

く

半

数

を

超

え

る

と

い

う

結

果

だ

っ

た

。

　

雇

用

状

況

に

つ

い

て

「

人

手

不

足

」

と

の

回

答

は

、

前

々

回

�

・

０

％

、

前

回

�

・

１

％

、

今

回

�

・

９

％

と

同

水

準

で

推

移

し

て

お

り

、

国

内

で

人

手

不

足

が

常

態

化

し

て

い

る

こ

と

が

再

認

識

で

き

る

と

し

て

い

る

。

　

人

材

を

定

着

さ

せ

る

た

め

に

は

、

ど

の

よ

う

な

対

策

が

有

効

だ

と

考

え

ま

す

か

と

の

設

問

に

は

、

業

種

・

規

模

を

問

わ

ず

１

位

「

労

働

条

件

・

待

遇

の

改

善

」

、

２

位

「

職

場

環

境

の

改

善

」

が

挙

げ

ら

れ

た

。

そ

れ

に

続

い

て

、

ほ

と

ん

ど

の

業

種

・

規

模

で

「

個

別

面

談

で

不

満

や

要

望

を

聴

取

す

る

な

ど

個

々

の

従

業

員

と

向

き

合

う

」

が

挙

げ

ら

れ

て

い

る

。

　

昨

今

の

物

価

高

等

は

貴

社

の

人

材

確

保

に

影

響

が

あ

り

ま

す

か

と

の

設

問

に

は

、

従

業

員

規

模

が

大

き

く

な

る

ほ

ど

「

影

響

が

あ

る

」

と

の

回

答

が

増

え

て

お

り

、

従

業

員

�

～

４

９

９

人

の

企

業

で

７

割

超

、

５

０

０

人

以

上

の

企

業

で

は

８

割

超

が

「

影

響

が

あ

る

」

と

回

答

し

て

い

る

。

　

今

年

度

の

採

用

状

況

に

つ

い

て

尋

ね

る

と

、

、

「

計

画

通

り

」

と

し

た

企

業

が

�

・

３

％

、

「

計

画

を

や

や

下

回

る

」

が

�

・

５

％

で

、

「

採

用

を

行

わ

な

か

っ

た

」

は

�

・

５

％

に

の

ぼ

る

こ

と

が

判

明

。

従

業

員

規

模

別

で

は

、

「

採

用

を

行

わ

な

か

っ

た

」

企

業

の

う

ち

�

・

５

％

が

�

人

以

下

の

企

業

だ

っ

た

と

し

て

い

る

。

　

来

年

度

の

採

用

予

定

に

つ

い

て

は

、

全

体

集

計

値

で

は

「

今

年

度

と

同

等

の

人

数

を

採

用

す

る

」

が

�

・

１

％

、

「

今

年

度

よ

り

多

く

採

用

す

る

」

が

�

・

４

％

と

、

半

数

以

上

の

企

業

が

積

極

的

な

採

用

に

よ

り

人

手

不

足

解

消

を

図

る

姿

勢

を

示

し

て

い

る

が

、

今

年

度

は

�

・

５

％

が

「

採

用

を

行

わ

な

か

っ

た

」

と

し

た

従

業

員

�

人

以

下

の

企

業

で

、

「

来

年

度

も

採

用

を

行

わ

な

い

」

と

し

た

の

は

�

・

８

％

と

な

っ

た

。

　

日

本

税

理

士

会

連

合

会

（

太

田

直

樹

会

長

）

は

７

月

�

日

、

都

内

の

帝

国

ホ

テ

ル

で

総

会

を

開

き

、

任

期

満

了

に

伴

う

改

選

等

を

行

い

、

太

田

会

長

の

再

任

を

決

め

た

。

　

ま

た

、

令

和

７

年

度

事

業

計

画

で

は

、

時

代

に

即

し

た

税

理

士

制

度

の

構

築

に

向

け

、

税

理

士

法

改

正

に

つ

い

て

検

討

を

進

め

る

こ

と

、

電

子

申

告

・

納

税

制

度

の

利

便

性

向

上

に

向

け

た

施

策

を

推

進

す

る

と

と

も

に

、

税

理

士

の

業

務

の

デ

ジ

タ

ル

化

を

進

め

る

一

方

、

急

速

な

デ

ジ

タ

ル

化

に

よ

る

影

響

に

対

し

適

切

に

対

応

す

る

こ

と

な

ど

を

重

点

施

策

と

し

た

。

　

２

期

目

を

迎

え

た

太

田

会

長

は

総

会

後

の

会

見

で

、

「

時

代

に

対

応

し

た

税

理

士

法

改

正

の

検

討

に

入

っ

て

い

か

な

い

と

い

け

な

い

。

都

市

部

と

地

方

部

に

お

け

る

会

務

運

営

の

合

理

化

、

ま

た

、

１

期

目

も

中

小

企

業

支

援

を

掲

げ

て

い

た

が

、

２

期

目

も

中

小

企

業

を

し

っ

か

り

と

サ

ポ

ー

ト

し

て

い

き

た

い

」

な

ど

と

抱

負

を

語

っ

た

＝

写

真

。

　

ま

た

、

定

期

総

会

の

席

上

、

各

種

表

彰

も

行

わ

れ

、

「

日

税

研

究

賞

」

で

は

、

未

公

表

論

文

か

ら

研

究

者

の

部

１

点

、

実

務

家

の

部

１

点

お

よ

び

一

般

の

部

１

点

の

計

３

点

の

入

選

を

表

彰

、

既

公

表

著

書

・

論

文

か

ら

税

理

士

の

部

１

点

の

奨

励

賞

を

表

彰

し

た

。

　

「

日

本

税

理

士

会

連

合

会

・

金

子

宏

賞

」

で

は

、

わ

が

国

の

租

税

制

度

に

係

る

研

究

に

貢

献

し

、

申

告

納

税

制

度

お

よ

び

税

理

士

制

度

の

発

展

に

寄

与

し

た

と

し

て

、

税

理

士

の

田

尻

吉

正

氏

を

表

彰

し

た

。

同

氏

は

約

７

年

間

に

わ

た

り

、

ア

ジ

ア

・

オ

セ

ア

ニ

ア

タ

ッ

ク

ス

コ

ン

サ

ル

タ

ン

ト

協

会

（

Ａ

Ｏ

Ｔ

Ｃ

Ａ

）

の

事

務

総

長

を

務

め

、

同

協

会

の

平

成

�

年

大

阪

会

議

に

お

い

て

、

故

・

金

子

氏

に

よ

る

「

ル

ー

ル

・

オ

ブ

・

ロ

ー

と

日

本

の

租

税

法

」

と

題

し

た

特

別

講

演

の

実

現

に

尽

力

す

る

な

ど

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

経

営

課

題

の

全

体

集

計

値

で

は

、

「

販

路

や

顧

客

の

新

規

開

拓

（

国

内

）

」

、

「

既

存

従

業

員

の

教

育

・

育

成

」

、

「

人

手

不

足

へ

の

対

応

」

な

ど

が

挙

げ

ら

れ

た

。

　

（４）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　今回は、個別通知について説明します。

　もちろん、個別通知は山ほど数があり

ます。その中で、税理士先生との関係で

よく参照したものがあります。今回は、

そのうちのいくつかを紹介します。

　⑴「地方団体の徴収金の端数計算につ

いて」（昭和�年９月�日自治丙府発第

�号）

　この通知の冒頭には、『従来地方団体

の徴収金については、「国等の債権債務

等の金額の端数計算に関する法律」によ

り端数計算が行なわれていたほか、地方

税法においても各種目ごとに端数計算に

関する規定が設けられていたが、今回の

地方税法の一部改正において、これらの

規定を地方税法第�条の４の２に整理統

合するとともに所要の合理化が行なわれ

たので、これが取扱いについて、次のと

おり通達するから遺憾のないよう措置さ

れたい。なお、昭和�年１月�日付自丙

府発第２号自治庁税務局長通達「地方団

体の徴収金等の端数計算について」は、

廃止する。』（以下略）とあります。県

取扱通知１－�及び市取扱通知１―�に

は、「地方団体の徴収金の端数計算につ

いては、法に完結的に規定され、国等の

債権債務等の金額の端数計算に関する法

律（昭和�年法律第�号）の適用はない

ものであること。」（地法�の４の２、

令６の�）とされ、詳細はこの通達（通

知）によることとされました。

　⑵「災害被害者に対する地方税の減免

措置等について」（平成�年４月１日自

治税企第�号）

　災害が発生した場合において地方税法

（昭和�年法律第２２６号）及びこれに基

づく条例により地方団体の長が取り得る

措置としては、期限の延長、徴収の猶予

及び減免があります。

　減免は、地方税の各税目に制度として

取り入れられています。県取扱通知１－

�ほか及び市取扱通知１－�ほかに記述

があるほか、その条文の書き方は、どれ

も似たようなものですから、市町村民税

の場合の条文だけを紹介しておきます。

「市町村長は、天災その他特別の事情が

ある場合において市町村民税の減免を必

要とすると認める者、貧困に因り生活の

ため公私の扶助を受ける者その他特別の

事情がある者に限り、当該市町村の条例

の定めるところにより、市町村民税を減

免することができる。（以下略）」（地

法３２３）。このように、特別の事情があ

った場合においては市町村長の判断で税

金をまけてあげるというのは地方税特有

の制度です。個人住民税の場合、前年所

得課税ですので、損失があった場合、減

免により税金が免除された上、所得控除

により翌年の税金が軽減されるというダ

ブルの軽減措置が講じられることがあり

ます。

　なお、東日本大震災においては、国税

においては、「東日本大震災の被災者等

に係る国税関係法律の臨時特例に関する

法律（平成�年４月�日法律第�号）が

制定されていますが、地方税においては、

本法附則において手当てされています

（地法附則�、�、�等）。

　

相

続

税

法

は

、

相

続

若

し

く

は

遺

贈

又

は

贈

与

に

よ

り

財

産

を

取

得

し

た

者

に

対

し

て

、

相

続

税

又

は

贈

与

税

を

課

税

す

る

こ

と

に

し

て

い

る

。

こ

の

場

合

、

「

相

続

」

、

「

遺

贈

」

及

び

「

贈

与

」

に

つ

い

て

は

、

相

続

税

法

は

何

ら

定

義

し

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

か

ら

、

民

法

上

の

概

念

を

借

用

し

て

相

続

税

法

を

適

用

す

る

こ

と

に

な

る

。

そ

し

て

、

こ

の

よ

う

な

借

用

概

念

に

つ

い

て

は

、

特

段

の

事

由

が

な

い

限

り

、

民

法

上

の

概

念

に

よ

っ

て

相

続

税

法

が

適

用

さ

れ

る

。

　

と

こ

ろ

が

、

相

続

税

法

に

お

い

て

は

、

一

定

の

事

由

が

あ

る

と

、

相

続

若

し

く

は

遺

贈

又

は

贈

与

に

よ

り

財

産

を

取

得

し

た

も

の

と

み

な

し

て

、

相

続

税

又

は

贈

与

税

を

課

税

す

る

場

合

が

あ

る

。

こ

の

場

合

に

、

個

人

間

の

低

額

譲

渡

が

最

も

問

題

に

な

る

。

　

す

な

わ

ち

、

相

続

税

法

７

条

は

、

「

著

し

く

低

い

価

額

の

対

価

で

財

産

の

譲

渡

を

受

け

た

場

合

に

お

い

て

は

、

当

該

財

産

の

譲

渡

が

あ

っ

た

と

き

に

お

い

て

、

当

該

財

産

の

譲

渡

を

受

け

た

者

が

、

当

該

対

価

と

当

該

譲

渡

が

あ

っ

た

と

き

に

お

け

る

当

該

財

産

の

時

価

（

〈

略

〉

）

と

の

差

額

に

相

当

す

る

金

額

を

当

該

財

産

を

譲

渡

し

た

者

か

ら

贈

与

（

〈

略

〉

）

に

よ

り

取

得

し

た

も

の

と

み

な

す

。

」

と

定

め

て

い

る

。

　

こ

の

規

定

の

適

用

に

お

い

て

最

も

問

題

と

な

る

の

が

、

「

時

価

」

と

は

何

か

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

講

学

上

は

、

「

不

特

定

多

数

の

当

事

者

間

で

自

由

な

取

引

が

行

わ

れ

る

場

合

に

通

常

成

立

す

る

と

認

め

ら

れ

る

価

額

」

す

な

わ

ち

客

観

的

交

換

価

値

で

あ

る

と

解

さ

れ

て

い

る

。

し

か

し

、

こ

の

よ

う

な

抽

象

的

な

概

念

で

は

、

特

に

、

相

続

税

等

の

課

税

実

務

に

適

合

し

な

く

な

る

。

　

そ

こ

で

、

財

産

評

価

基

本

通

達

（

評

価

通

達

）

で

は

、

そ

の

１

項

（

２

）

で

、

「

時

価

と

は

、

不

特

定

多

数

の

…

…

通

常

成

立

す

る

と

認

め

ら

れ

る

価

額

を

い

い

、

そ

の

価

額

は

、

こ

の

通

達

の

定

め

に

よ

っ

て

評

価

し

た

価

額

に

よ

る

。

」

と

定

め

、

２

項

以

下

に

お

い

て

各

財

産

に

つ

い

て

、

具

体

的

な

評

価

額

（

評

価

方

法

）

を

定

め

て

い

る

。

そ

の

代

表

的

な

も

の

が

、

宅

地

の

評

価

に

適

用

さ

れ

る

路

線

価

で

あ

る

。

　

路

線

価

は

、

平

成

５

年

ま

で

は

、

前

年

の

公

示

価

格

の

７

割

水

準

に

設

定

さ

れ

て

い

た

が

、

土

地

バ

ブ

ル

期

の

地

価

上

昇

期

に

は

、

路

線

価

が

当

該

宅

地

の

取

引

価

額

の

１

割

相

当

に

な

る

こ

と

も

珍

し

く

な

か

っ

た

。

そ

の

た

め

、

親

が

１

億

円

で

買

っ

た

宅

地

を

子

に

路

線

価

の

１

０

０

０

万

円

で

譲

渡

（

又

は

１

０

０

０

万

円

の

負

担

付

贈

与

）

し

て

も

、

評

価

通

達

が

定

め

る

「

時

価

」

に

よ

っ

て

譲

渡

し

た

と

い

う

こ

と

で

、

前

記

相

続

税

法

７

条

に

定

め

る

み

な

し

贈

与

に

該

当

し

な

い

と

さ

れ

た

。

　

そ

の

弊

害

を

是

正

す

る

た

め

に

設

け

ら

れ

た

の

が

、

「

負

担

付

贈

与

又

は

対

価

を

伴

う

取

引

に

よ

り

取

得

し

た

土

地

及

び

家

屋

等

に

係

る

評

価

並

び

に

相

続

税

法

第

７

条

及

び

第

９

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

」

（

負

担

付

贈

与

通

達

）

で

あ

る

（

詳

細

に

つ

い

て

は

、

拙

著

『

傍

流

の

正

論

』

１

５

０

頁

「

�

　

負

担

付

贈

与

通

達

」

）

。

こ

の

通

達

に

よ

れ

ば

、

個

人

間

の

土

地

等

及

び

家

屋

等

の

譲

渡

（

負

担

付

贈

与

）

に

つ

い

て

は

、

当

該

土

地

等

の

価

額

を

路

線

価

等

に

よ

っ

て

評

価

す

る

の

で

は

な

く

、

「

通

常

取

引

さ

れ

る

価

額

」

に

よ

っ

て

評

価

す

る

こ

と

と

さ

れ

た

。

よ

っ

て

、

前

記

の

事

例

で

は

、

み

な

し

贈

与

に

該

当

す

る

こ

と

に

な

る

。

　

こ

の

よ

う

に

、

相

続

税

法

７

条

の

適

用

に

関

し

て

は

、

土

地

等

に

つ

い

て

は

一

応

の

解

決

が

な

さ

れ

て

い

る

が

、

非

上

場

株

式

の

譲

渡

等

に

つ

い

て

は

、

他

の

税

目

に

お

い

て

若

干

の

問

題

を

残

し

て

い

る

。

す

な

わ

ち

、

非

上

場

株

式

の

価

額

に

つ

い

て

は

、

そ

の

評

価

が

極

め

て

困

難

で

あ

る

と

い

う

こ

と

で

、

所

得

税

及

び

法

人

税

に

つ

い

て

も

、

そ

れ

ぞ

れ

の

基

本

通

達

に

お

い

て

、

一

部

の

少

数

株

主

（

非

同

族

株

主

）

が

取

得

し

た

株

式

に

つ

い

て

は

配

当

還

元

方

式

の

適

用

を

認

め

、

同

族

株

主

等

の

該

非

の

判

定

は

取

得

段

階

で

行

う

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

た

め

、

同

族

株

主

で

あ

る

社

長

が

、

法

人

で

は

な

い

従

業

員

持

株

会

に

対

し

て

自

社

株

式

を

配

当

還

元

価

額

で

譲

渡

し

て

も

、

課

税

関

係

は

生

じ

な

い

も

の

と

解

さ

れ

て

い

る

。

し

か

し

、

そ

の

社

長

が

自

社

株

式

を

配

当

還

元

価

額

で

関

連

会

社

に

譲

渡

す

る

と

、

所

得

税

法

�

条

が

適

用

さ

れ

る

の

で

、

そ

の

社

長

に

譲

渡

所

得

課

税

が

行

わ

れ

る

こ

と

が

あ

り

得

る

。

　

こ

の

問

題

は

、

さ

ら

に

、

同

族

株

主

で

あ

る

会

社

が

、

法

人

で

は

な

い

、

従

業

員

持

株

会

に

対

し

て

、

福

利

厚

生

の

一

環

と

し

て

自

社

株

式

を

配

当

還

元

価

額

で

譲

渡

し

た

場

合

に

問

題

と

な

る

。

こ

れ

ら

の

問

題

は

、

法

人

税

の

関

係

通

達

が

未

だ

整

備

さ

れ

て

い

な

い

こ

と

か

ら

も

も

た

ら

さ

れ

る

。

（５） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

令

和

７

年

度

の

国

税

・

地

方

税

の

改

正

項

目

の

す

べ

て

に

つ

い

て

、

改

正

の

趣

旨

、

背

景

等

を

含

め

て

詳

し

く

解

説

し

た

実

務

家

必

携

の

書

。

　

今

般

は

基

礎

控

除

、

給

与

所

得

控

除

の

引

上

げ

並

び

に

特

定

親

族

特

別

控

除

の

創

設

等

、

エ

ン

ジ

ェ

ル

税

制

の

拡

充

、

未

成

年

者

口

座

内

の

少

額

上

場

株

式

等

に

係

る

配

当

所

得

及

び

譲

渡

所

得

等

の

非

課

税

措

置

、

住

宅

借

入

金

等

を

有

す

る

場

合

の

所

得

税

額

の

特

別

控

除

制

度

（

住

宅

ロ

ー

ン

税

額

控

除

）

等

の

改

正

、

リ

ー

ス

に

関

す

る

会

計

基

準

等

へ

の

対

応

、

認

定

地

方

公

共

団

体

の

寄

附

活

用

事

業

に

関

連

す

る

寄

附

を

し

た

場

合

の

特

別

税

額

控

除

制

度

（

企

業

版

ふ

る

さ

と

納

税

）

、

再

資

源

化

事

業

等

高

度

化

設

備

の

特

別

償

却

制

度

（

創

設

）

、

個

人

事

業

者

の

事

業

用

資

産

に

係

る

贈

与

税

の

納

税

猶

予

制

度

の

見

直

し

、

非

上

場

株

式

等

に

係

る

贈

与

税

の

納

税

猶

予

制

度

の

見

直

し

、

リ

フ

ァ

ン

ド

方

式

へ

の

見

直

し

等

に

伴

う

輸

出

酒

類

販

売

場

制

度

の

見

直

し

な

ど

を

盛

り

込

む

。

　

「

改

正

事

項

と

適

用

時

期

一

覧

表

」

を

別

冊

の

特

別

付

録

と

し

て

、

読

者

の

利

用

の

便

に

供

し

た

。

税

理

士

会

・

法

人

会

等

各

種

研

修

会

で

の

テ

キ

ス

ト

と

し

て

も

最

適

。

　

Ｂ

５

判

、

１

１

０

０

ペ

ー

ジ

。

定

価

４

５

１

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

よ

り

確

定

申

告

デ

ー

タ

を

法

定

申

告

期

限

内

に

送

信

し

て

お

ら

ず

期

限

内

申

告

書

の

提

出

が

な

か

っ

た

こ

と

に

つ

い

て

正

当

な

理

由

は

な

い

と

し

た

事

例

。

　

審

査

請

求

人

が

、

所

得

税

等

の

期

限

後

申

告

書

を

提

出

し

た

こ

と

か

ら

、

原

処

分

庁

が

無

申

告

加

算

税

の

賦

課

決

定

処

分

を

し

た

の

に

対

し

、

請

求

人

が

、

期

限

内

申

告

書

を

提

出

で

き

な

か

っ

た

の

は

国

税

電

子

申

告

・

納

税

シ

ス

テ

ム

（

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

）

に

誤

操

作

を

生

じ

さ

せ

る

問

題

が

あ

っ

た

た

め

で

あ

り

、

正

当

な

理

由

が

あ

る

な

ど

と

し

て

、

原

処

分

の

全

部

の

取

消

し

を

求

め

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

、

請

求

人

は

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

よ

り

確

定

申

告

デ

ー

タ

を

法

定

申

告

期

限

内

に

送

信

し

て

お

ら

ず

期

限

内

申

告

書

の

提

出

が

な

か

っ

た

こ

と

に

つ

い

て

、

国

税

通

則

法

第

�

条

《

無

申

告

加

算

税

》

第

１

項

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

正

当

な

理

由

は

な

い

と

し

て

、

処

分

は

適

法

で

あ

る

と

し

た

（

令

和

６

年

�

月

�

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

基

礎

事

実

　

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

（

Ｈ

Ｐ

）

に

は

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

を

利

用

し

て

、

所

得

税

及

び

復

興

特

別

所

得

税

の

確

定

申

告

等

を

行

う

者

が

、

当

該

確

定

申

告

等

に

係

る

申

告

書

等

の

デ

ー

タ

を

送

信

し

た

場

合

、

そ

の

送

信

結

果

が

、

次

の

と

お

り

表

示

さ

れ

る

旨

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

　

①

申

告

等

デ

ー

タ

の

送

信

が

完

了

し

た

直

後

、

申

告

等

デ

ー

タ

が

正

常

に

受

信

さ

れ

た

か

否

か

の

判

定

、

申

告

等

デ

ー

タ

に

係

る

受

付

番

号

及

び

受

付

日

時

な

ど

が

利

用

者

の

パ

ソ

コ

ン

等

の

画

面

上

に

表

示

さ

れ

る

（

即

時

通

知

）

。

　

②

上

記

①

の

即

時

通

知

の

後

、

申

告

等

デ

ー

タ

に

つ

い

て

の

審

査

結

果

が

表

示

さ

れ

る

「

受

信

通

知

」

と

題

す

る

通

知

（

受

信

通

知

）

が

利

用

者

の

メ

ッ

セ

ー

ジ

ボ

ッ

ク

ス

に

格

納

さ

れ

る

。

　

ま

た

、

国

税

庁

Ｈ

Ｐ

に

は

、

即

時

通

知

ま

た

は

受

信

通

知

に

エ

ラ

ー

情

報

が

表

示

さ

れ

て

い

る

場

合

、

利

用

者

は

、

当

該

エ

ラ

ー

の

内

容

を

確

認

し

、

訂

正

等

を

行

っ

た

上

で

再

送

信

等

す

る

必

要

が

あ

る

旨

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

　

利

用

者

は

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

よ

り

申

告

等

デ

ー

タ

及

び

財

産

債

務

調

書

の

デ

ー

タ

の

両

方

ま

た

は

ど

ち

ら

か

一

方

を

送

信

す

る

場

合

、

「

送

信

内

容

選

択

」

画

面

に

お

い

て

、

送

信

す

る

帳

票

に

応

じ

、

次

の

項

目

の

ラ

ジ

オ

ボ

タ

ン

か

ら

該

当

す

る

も

の

を

選

択

し

た

上

で

、

デ

ー

タ

を

送

信

す

る

。

　

①

申

告

書

等

、

財

産

債

務

調

書

を

送

信

す

る

（

既

に

申

告

書

等

を

送

信

済

み

の

場

合

、

「

財

産

債

務

調

書

を

送

信

す

る

」

を

選

択

す

る

）

。

　

②

申

告

書

等

を

送

信

す

る

。

　

③

財

産

債

務

調

書

を

送

信

す

る

。

審

査

請

求

に

至

る

経

緯

　

請

求

人

は

、

令

和

５

年

３

月

１

日

、

国

税

庁

Ｈ

Ｐ

の

確

定

申

告

書

等

作

成

コ

ー

ナ

ー

を

利

用

し

て

、

４

年

分

の

所

得

税

等

の

確

定

申

告

書

（

本

件

確

定

申

告

書

）

の

デ

ー

タ

（

本

件

申

告

デ

ー

タ

）

並

び

に

４

年

�

月

�

日

分

財

産

債

務

調

書

及

び

４

年

�

月

�

日

分

財

産

債

務

調

書

合

計

表

の

各

デ

ー

タ

（

本

件

財

産

債

務

調

書

等

デ

ー

タ

）

を

作

成

し

た

。

　

請

求

人

は

、

５

年

３

月

１

日

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

を

利

用

し

て

本

件

財

産

債

務

調

書

等

デ

ー

タ

を

送

信

す

る

こ

と

に

よ

り

、

４

年

�

月

�

日

分

財

産

債

務

調

書

及

び

４

年

�

月

�

日

分

財

産

債

務

調

書

合

計

表

を

提

出

し

た

。

　

請

求

人

は

、

５

年

３

月

２

日

、

消

費

税

及

び

地

方

消

費

税

の

納

付

書

を

利

用

し

て

、

本

件

申

告

デ

ー

タ

に

よ

り

算

出

し

た

４

年

分

の

所

得

税

等

の

納

付

す

べ

き

税

額

に

相

当

す

る

金

額

を

納

付

し

た

。

　

請

求

人

は

、

５

年

６

月

�

日

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

を

利

用

し

て

本

件

申

告

デ

ー

タ

を

送

信

す

る

こ

と

に

よ

り

、

本

件

確

定

申

告

書

を

提

出

し

た

。

　

な

お

、

本

件

確

定

申

告

書

の

提

出

は

、

請

求

人

の

４

年

分

の

所

得

税

等

に

つ

い

て

調

査

が

あ

っ

た

こ

と

に

よ

り

当

該

所

得

税

等

に

つ

い

て

決

定

が

あ

る

べ

き

こ

と

を

予

知

し

て

さ

れ

た

も

の

で

は

な

く

、

か

つ

、

当

該

所

得

税

等

に

つ

い

て

の

調

査

通

知

が

あ

る

前

に

行

わ

れ

た

も

の

で

あ

る

。

　

原

処

分

庁

は

、

５

年

�

月

�

日

付

で

、

請

求

人

に

対

し

、

通

則

法

第

�

条

第

１

項

及

び

第

６

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

無

申

告

加

算

税

の

額

を

○

○

○

○

円

と

す

る

賦

課

決

定

処

分

を

し

た

。

　

主

な

争

点

は

、

期

限

内

申

告

書

の

提

出

が

な

か

っ

た

こ

と

に

つ

い

て

、

通

則

法

第

�

条

第

１

項

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

「

正

当

な

理

由

が

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

場

合

」

に

該

当

す

る

か

否

か

。

請

求

人

の

主

張

　

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

よ

り

本

件

申

告

デ

ー

タ

及

び

本

件

財

産

債

務

調

書

等

デ

ー

タ

を

送

信

す

る

つ

も

り

で

あ

っ

た

が

、

結

果

と

し

て

本

件

財

産

債

務

調

書

等

デ

ー

タ

し

か

送

信

で

き

て

お

ら

ず

、

こ

の

よ

う

な

誤

操

作

が

生

じ

て

し

ま

う

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

は

シ

ス

テ

ム

上

の

問

題

が

あ

る

と

い

わ

ざ

る

を

得

な

い

こ

と

、

上

記

送

信

後

に

完

了

画

面

が

表

示

さ

れ

た

こ

と

に

よ

り

、

請

求

人

が

確

定

申

告

書

の

デ

ー

タ

も

正

常

に

送

信

で

き

た

と

認

識

し

た

こ

と

は

や

む

を

得

な

い

こ

と

か

ら

、

期

限

内

申

告

書

の

提

出

が

な

か

っ

た

こ

と

に

つ

い

て

、

通

則

法

第

�

条

第

１

項

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

正

当

な

理

由

が

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

場

合

に

該

当

す

る

。

審

判

所

の

判

断

　

請

求

人

の

期

限

内

申

告

書

の

提

出

が

な

か

っ

た

の

は

、

請

求

人

が

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

操

作

を

誤

っ

て

本

件

財

産

債

務

調

書

等

デ

ー

タ

の

送

信

し

か

行

っ

て

い

な

か

っ

た

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

本

件

財

産

債

務

調

書

等

デ

ー

タ

の

即

時

通

知

を

見

て

、

確

定

申

告

書

の

デ

ー

タ

も

送

信

さ

れ

た

と

誤

っ

て

認

識

し

た

と

い

う

請

求

人

自

身

の

主

観

的

な

事

情

に

よ

る

も

の

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

　

し

た

が

っ

て

、

期

限

内

申

告

書

の

提

出

が

な

か

っ

た

こ

と

に

つ

い

て

、

真

に

納

税

者

の

責

め

に

帰

す

る

こ

と

の

で

き

な

い

客

観

的

な

事

情

が

あ

っ

た

と

は

い

え

ず

、

無

申

告

加

算

税

の

趣

旨

に

照

ら

し

て

も

、

な

お

、

納

税

者

に

無

申

告

加

算

税

を

課

す

る

こ

と

が

不

当

ま

た

は

酷

に

な

る

場

合

に

当

た

る

と

は

い

え

な

い

か

ら

正

当

な

理

由

が

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

場

合

に

は

該

当

し

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



（路線価の現状）

　令和７年７月１日、国税庁より令和

７年度分の路線価が公表されました。

同日の日経新聞によると、「全国の調

査地点の平均は４年連続で上昇し、上

昇率も２０１０年度以降で最も大きくなっ

ています」。また、「都道府県別の平

均では�の都道府県で去年を上回り、

上昇率が最も大きかったのは東京都の

８．１％」増となっており、�％を超え

る地点も見られます。大都市圏では、

福岡県６．０％増、大阪府４．４％増、京都

府３．７％増、愛知県２．８％増と上昇して

います。全国的に路線価が上昇してい

る中で、特に東京都の上昇率が目立つ

結果となりました。

（地価上昇期における主な留意点）

　さて前述の通り、ここ数年の間、地

価の上昇に伴って路線価も上昇してい

ることが分かりました。ここからは、

相続という観点から一般的に気をつけ

るべき事柄をご紹介します。まず留意

すべきは、相続税の納税が必要となる

方が増加するということです。財務省

「相続税・贈与税に係る基本的係数に

関する資料」によりますと、課税件数

は令和４年分が１５０，８５８件、令和５年

分が１５５，７４０件と対前年比で１０３．２％と

増加傾向にあり、令和４年分の課税割

合は９．６％、令和５年分は９．９％と増加

傾向にあります。令和６年の地価は令

和５年に比べて総じて上昇していると

言えますので、令和６年分においても

同様の上昇傾向が続くものと考えられ

ます。特に都心部においては、納税対

象となる方が急増する可能性がありま

すので、特に注意が必要です。

　つぎに、遺産分割についても注意が

必要です。近年の傾向として、相続人

間で平等になるように遺産を分けたい

と望まれる方が多いと感じます。路線

価から不動産の価値を求める方法では

実際の価値と大きく乖離することがあ

り、結果的に不平等な分割となる場合

があることに留意してください。あく

までも、路線価は相続税や贈与税の課

税の公平性等を担保するために用いら

れるべきものであり、遺産分割におい

ては、費用は掛かっても不動産鑑定を

検討すべきです。なお、不動産仲介業

者の査定書は、売却を目的とした価格

を査定したものであり、査定書に記載

された目的以外の使用は避けましょ

う。

　また、不動産の時価は、たった数ヶ

月で大きく変動する可能性もあること

を、遺言を残す際や遺産分割協議を行

う際に留意しておくと良いでしょう。

（おひとりさまが特に留意すべき点）

　おひとりさまからのご相談として多

いものに、将来のお金や住まいへの不

安があります。ご自身の年齢や健康状

態等にもよりますが、要介護や要支援、

認知症となった場合のことも考慮しつ

つ、「その先の住まい」に掛かるお金

にも留意しておく必要があります。社

会問題となっている空き家や空き地、

所有者不明土地を生まないためにも、

地価が上昇している間に、不用な不動

産を売却することやリースバック等を

検討しておくと良いでしょう。

　また、遺贈寄付を検討する際には、

地価上昇による含み益に対し、みなし

譲渡として課税される場合もあります

ので、注意が必要です。

（相続以外の留意点）

　地価の上昇は固定資産税の増額につ

ながるため、土地をお持ちの方は注意

が必要です。一方で、賃貸物件の借主

は、家賃増額により支出が増加する可

能性があることに注意しておくと良い

でしょう。

　

映

画

：

ハ

リ

ー

・

ポ

ッ

タ

ー

・

シ

リ

ー

ズ

は

、

Ｊ

・

Ｋ

・

ロ

ー

リ

ン

グ

の

ベ

ス

ト

セ

ラ

ー

小

説

を

映

画

化

し

た

全

８

作

品

か

ら

な

る

魔

法

の

世

界

を

描

い

た

人

気

映

画

シ

リ

ー

ズ

で

す

。

第

１

作

：

賢

者

の

石

（

２

０

０

１

年

�

月

公

開

）

で

、

ホ

グ

ワ

ー

ツ

魔

法

魔

術

学

校

へ

入

学

し

た

ハ

リ

ー

た

ち

が

魔

法

の

能

力

に

目

覚

め

始

め

る

と

こ

ろ

か

ら

始

ま

り

、

第

８

作

：

死

の

秘

宝

ｐ

ａ

ｒ

ｔ

２

（

２

０

１

１

年

７

月

公

開

）

で

、

宿

敵

ヴ

ォ

ル

デ

モ

ー

ト

を

打

倒

し

、

完

結

す

る

ま

で

、

延

べ

�

年

を

要

し

ま

し

た

。

主

要

キ

ャ

ス

ト

で

あ

る

ハ

リ

ー

・

ポ

ッ

タ

ー

（

ダ

ニ

エ

ル

・

ラ

ド

ク

リ

フ

）

、

ロ

ン

・

ウ

ィ

ー

ズ

リ

ー

（

ル

パ

ー

ト

・

グ

リ

ン

ト

）

、

ハ

ー

マ

イ

オ

ニ

ー

・

グ

レ

ン

ジ

ャ

（

エ

マ

・

ワ

ト

ソ

ン

）

を

演

じ

た

３

人

は

、

第

１

作

で

は

�

～

�

歳

の

子

供

で

、

最

後

は

�

～

�

歳

の

大

人

に

な

っ

た

わ

け

で

す

が

、

そ

の

間

、

３

人

と

も

脱

落

せ

ず

に

演

じ

き

っ

た

こ

と

が

何

よ

り

も

素

晴

ら

し

い

作

品

だ

っ

た

と

言

え

ま

す

。

特

筆

す

べ

き

は

ハ

ー

マ

イ

オ

ニ

ー

を

演

じ

た

エ

マ

・

ワ

ト

ソ

ン

で

す

。

可

憐

な

お

嬢

ち

ゃ

ん

か

ら

愁

い

を

帯

び

た

美

し

い

大

人

の

女

性

へ

と

成

長

し

た

姿

に

は

作

品

以

前

に

感

動

モ

ノ

で

し

た

。

　

映

画

の

大

ヒ

ッ

ト

に

よ

っ

て

、

ハ

リ

ー

・

ポ

ッ

タ

ー

の

世

界

を

再

現

し

た

施

設

が

、

日

本

に

は

２

つ

建

設

さ

れ

ま

し

た

。

　

①

Ｕ

Ｓ

Ｊ

：

ウ

ィ

ザ

ー

デ

ィ

ン

グ

・

ワ

ー

ル

ド

・

オ

ブ

・

ハ

リ

ー

・

ポ

ッ

タ

ー

＝

写

真

上

＝

は

、

物

語

の

世

界

を

圧

倒

的

な

ス

ケ

ー

ル

と

徹

底

し

た

細

部

へ

の

こ

だ

わ

り

で

再

現

し

た

壮

大

な

エ

リ

ア

で

す

。

ホ

グ

ワ

ー

ツ

城

や

街

並

み

の

中

に

、

ラ

イ

ド

・

ア

ト

ラ

ク

シ

ョ

ン

や

数

々

の

お

店

が

あ

り

、

主

要

キ

ャ

ス

ト

の

魔

法

の

杖

を

購

入

で

き

ま

す

。

私

は

ハ

リ

ー

の

杖

を

ゲ

ッ

ト

し

ま

し

た

。

　

②

ハ

リ

ー

・

ポ

ッ

タ

ー

・

ス

タ

ジ

オ

・

ツ

ア

ー

東

京

＝

写

真

下

＝

は

、

世

界

最

大

級

の

施

設

で

、

室

内

に

は

、

ホ

グ

ワ

ー

ツ

の

大

広

間

、

禁

じ

ら

れ

た

森

、

９

と

３

／

４

番

線

ホ

ー

ム

、

魔

法

省

、

ダ

イ

ア

ゴ

ン

横

丁

な

ど

が

あ

り

ま

す

。

屋

外

に

は

、

大

き

な

チ

ェ

ス

盤

や

主

要

キ

ャ

ス

ト

の

像

な

ど

が

点

在

し

て

い

ま

す

。

自

ら

歩

い

て

探

索

す

る

形

式

な

の

で

２

～

３

時

間

を

要

し

ま

す

が

、

途

中

、

カ

フ

ェ

や

フ

ー

ド

ホ

ー

ル

で

休

憩

し

な

が

ら

バ

タ

ー

ビ

ー

ル

や

魔

法

界

の

ス

イ

ー

ツ

を

楽

し

め

ま

す

。

（７） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　「相続」は「争族」と置き換えられるほどに相

続人の間で「感情」又は「勘定」でトラブルにな

ることがあります。そこでこの度のセミナーで

は、講師が実際に体験し、解決した、又は解決で

きなかった事例を中心に、テキストから選りす

ぐりの９事例を分かりやすく解説いたします。

日　時　��年９月２日（火）�：�～�：�

※研修時間：３時間

受講方法　オンライン型（ライブ配信・アーカイ

ブ配信での受講）

アーカイブ配信は、９月２日（火）に

収録したものを、後日録画配信コンテ

ンツでご視聴できるものです。

配信期間：９月�日（水）９：�～９

月�日（水）�：�

講　師　税理士・高橋安志（たかはし・やすし）氏

税理士法人安心資産税会計・会長税理

士。㈲相続１１０番協議会・代表取締役。

執筆活動のかたわら、テレビ・新聞な

どのメディアでも相続問題の専門家と

して活躍。

受講料　１名につき�６，５００円（税込・テキス

ト代を含む）

※「税のしるべ」購読者の方は割引価

格１３，２００円（税込）となります。

テキスト　書籍『相続トラブル解決事例�』

（��年４月刊／大蔵財務協会）

申込方法　大蔵財務協会ウェブサイトの申込フォ

ームよりお申込みくださ

い。開催日の１か月前にな

りましたら、請求書等をお

送りいたします。

　

日

本

商

工

会

議

所

と

東

京

商

工

会

議

所

（

と

も

に

小

林

健

会

頭

）

は

７

月

�

日

、

「

２

０

２

５

年

度

中

小

企

業

の

省

エ

ネ

・

脱

炭

素

に

関

す

る

実

態

調

査

」

を

公

表

し

た

。

そ

れ

に

よ

る

と

、

約

７

割

の

企

業

が

脱

炭

素

に

関

す

る

取

り

組

み

を

実

施

し

て

い

る

も

の

の

、

約

６

割

が

費

用

・

コ

ス

ト

面

の

負

担

が

大

き

い

と

回

答

し

て

い

る

。

ま

た

、

約

２

割

の

企

業

が

取

引

先

か

ら

脱

炭

素

に

関

す

る

要

請

を

受

け

て

お

り

、

そ

の

う

ち

、

取

引

先

か

ら

技

術

や

資

金

な

ど

支

援

を

受

け

て

い

る

企

業

は

約

３

割

と

な

っ

て

い

る

。

　

日

本

商

工

会

議

所

と

東

京

商

工

会

議

所

（

と

も

に

小

林

健

会

頭

）

は

７

月

�

日

、

中

小

企

業

の

脱

炭

素

・

省

エ

ネ

の

取

組

み

を

推

進

す

る

た

め

、

東

京

商

工

会

議

所

が

提

供

す

る

「

Ｔ

ｏ

ｓ

ｈ

ｏ

攻

め

の

脱

炭

素

」

を

活

用

す

る

な

ど

し

て

積

極

的

に

脱

炭

素

・

省

エ

ネ

に

取

り

組

み

、

成

果

に

繋

げ

て

い

る

事

例

を

紹

介

す

る

「

攻

め

の

脱

炭

素

事

例

集

」

ウ

ェ

ブ

ペ

ー

ジ

を

公

開

し

た

。

　

同

事

例

集

で

は

、

省

エ

ネ

・

脱

炭

素

に

取

り

組

む

こ

と

で

コ

ス

ト

削

減

や

経

営

改

善

、

新

た

な

ビ

ジ

ネ

ス

チ

ャ

ン

ス

に

つ

な

げ

て

い

る

企

業

の

事

例

を

紹

介

。

専

門

家

に

よ

る

指

導

の

も

と

、

脱

炭

素

・

省

エ

ネ

の

実

現

に

向

け

た

具

体

的

な

取

組

み

を

、

座

学

と

ワ

ー

ク

で

検

討

す

る

少

人

数

・

実

践

型

の

勉

強

会

で

あ

る

「

東

商

脱

炭

素

〝

塾

〟

」

に

参

加

し

た

６

社

の

ほ

か

、

独

自

の

取

組

み

で

事

業

化

や

ブ

ラ

ン

デ

ィ

ン

グ

に

成

功

し

て

い

る

２

社

を

取

り

上

げ

、

脱

炭

素

に

取

り

組

ん

だ

き

っ

か

け

や

内

容

、

そ

の

成

果

と

今

後

の

展

望

等

を

掲

載

し

て

い

る

。

　

両

商

工

会

議

所

は

、

同

事

例

集

を

脱

炭

素

に

取

り

組

む

際

の

ヒ

ン

ト

と

し

て

活

用

す

る

よ

う

呼

び

掛

け

て

い

る

。

　

同

調

査

は

、

中

小

企

業

に

お

け

る

エ

ネ

ル

ギ

ー

価

格

の

経

営

へ

の

影

響

度

合

い

や

省

エ

ネ

・

脱

炭

素

の

取

り

組

み

状

況

及

び

課

題

等

の

実

態

を

把

握

等

す

る

も

の

。

調

査

地

域

は

�

都

道

府

県

、

回

答

企

業

数

は

１

８

２

８

社

、

調

査

期

間

は

令

和

７

年

４

月

�

日

～

５

月

�

日

。

　

エ

ネ

ル

ギ

ー

価

格

の

経

営

へ

の

影

響

と

対

応

状

況

で

は

、

昨

今

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

価

格

に

つ

い

て

、

�

・

２

％

の

企

業

が

「

経

営

に

影

響

あ

り

」

と

回

答

し

て

い

る

。

前

年

の

調

査

か

ら

２

・

９

㌽

減

少

し

て

い

る

が

、

依

然

と

し

て

経

営

へ

の

影

響

は

大

き

い

と

し

て

い

る

。

　

エ

ネ

ル

ギ

ー

価

格

の

上

昇

に

対

す

る

１

年

以

内

の

取

り

組

み

（

複

数

回

答

）

で

は

、

「

自

社

製

品

・

サ

ー

ビ

ス

の

値

上

げ

（

エ

ネ

ル

ギ

ー

価

格

上

昇

分

の

価

格

転

嫁

）

」

が

�

・

２

％

、

「

エ

ネ

ル

ギ

ー

以

外

の

コ

ス

ト

削

減

」

が

�

・

８

％

、

「

運

用

改

善

に

よ

る

省

エ

ネ

の

推

進

」

が

�

・

７

％

、

「

省

エ

ネ

型

設

備

へ

の

更

新

・

新

規

導

入

」

が

�

・

１

％

な

ど

と

な

っ

て

い

る

。

　

実

施

し

て

い

る

脱

炭

素

に

関

す

る

取

り

組

み

（

複

数

回

答

）

に

つ

い

て

は

、

「

省

エ

ネ

型

設

備

へ

の

更

新

・

新

規

導

入

」

が

�

・

７

％

、

「

運

用

改

善

に

よ

る

省

エ

ネ

の

推

進

」

が

�

・

５

％

な

ど

、

省

エ

ネ

に

関

す

る

取

り

組

み

が

多

く

、

「

エ

ネ

ル

ギ

ー

の

使

用

量

・

温

室

効

果

ガ

ス

排

出

量

の

把

握

・

測

定

」

に

取

り

組

ん

で

い

る

企

業

も

約

４

社

に

１

社

（

�

・

０

％

）

と

な

っ

て

い

る

。

　

脱

炭

素

に

関

し

て

、

取

引

先

等

か

ら

要

請

を

受

け

て

い

る

内

容

（

複

数

回

答

）

に

つ

い

て

は

、

「

温

室

効

果

ガ

ス

排

出

量

の

把

握

・

測

定

」

が

�

・

０

％

と

最

も

多

く

、

次

い

で

「

温

室

効

果

ガ

ス

排

出

量

の

具

体

的

な

削

減

目

標

設

定

・

進

捗

報

告

」

が

７

・

３

％

な

ど

と

な

っ

て

い

る

。

　

政

府

や

自

治

体

に

期

待

す

る

支

援

内

容

（

複

数

回

答

）

に

つ

い

て

は

、

約

７

割

が

「

省

エ

ネ

設

備

、

再

エ

ネ

導

入

等

に

対

す

る

資

金

面

で

の

支

援

」

と

回

答

し

て

い

る

。

　

財

務

省

・

国

税

庁

の

７

月

１

日

付

の

人

事

異

動

に

よ

り

、

福

岡

国

税

局

長

に

就

任

し

た

小

澤

研

也

氏

（

主

計

局

法

規

課

長

）

は

７

月

�

日

、

福

岡

市

博

多

区

の

同

局

で

就

任

記

者

会

見

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

小

澤

局

長

は

「

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

利

用

率

を

向

上

さ

せ

、

情

報

発

信

も

デ

ジ

タ

ル

を

活

用

し

分

か

り

や

す

く

行

う

。

納

税

者

サ

ー

ビ

ス

の

充

実

に

努

め

た

い

」

と

抱

負

を

述

べ

る

と

と

も

に

、

「

悪

質

な

納

税

者

に

対

し

て

は

厳

正

な

態

度

で

税

務

調

査

や

滞

納

整

理

を

実

施

し

て

い

く

」

と

語

っ

た

。

　

趣

味

は

読

書

と

水

泳

。

福

岡

県

で

の

勤

務

は

初

め

て

。

　

小

澤

研

也

（

お

ざ

わ

・

け

ん

や

）

氏

の

略

歴

　

平

成

８

年

大

蔵

省

（

現

財

務

省

）

入

省

。

国

際

局

為

替

市

場

課

資

金

管

理

室

長

、

主

税

局

税

制

第

一

課

主

税

企

画

官

、

主

計

局

主

計

官

な

ど

を

経

て

、

令

和

６

年

７

月

か

ら

主

計

局

法

規

課

長

。

�

歳

。

東

京

都

出

身

。

　

公

益

社

団

法

人

広

島

東

法

人

会

青

年

部

会

（

小

嶋

宏

輔

部

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

広

島

市

東

区

の

牛

田

新

町

小

学

校

で

６

年

生

�

人

を

対

象

に

、

新

た

な

シ

ナ

リ

オ

に

よ

る

租

税

教

室

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

広

島

県

で

は

、

２

０

１

４

年

の

広

島

土

砂

災

害

や

２

０

１

８

年

の

西

日

本

豪

雨

な

ど

、

近

年

大

規

模

な

自

然

災

害

が

相

次

い

で

発

生

し

て

い

る

。

こ

れ

を

踏

ま

え

て

、

同

青

年

部

会

は

「

災

害

に

備

え

る

た

め

、

児

童

自

身

に

税

金

の

使

い

方

を

考

え

て

も

ら

う

授

業

が

で

き

な

い

か

」

と

の

思

い

か

ら

、

グ

ル

ー

プ

ワ

ー

ク

形

式

を

中

心

と

し

た

租

税

教

室

の

新

た

な

シ

ナ

リ

オ

を

作

成

し

た

。

　

授

業

で

は

、

児

童

を

「

お

年

寄

り

」

「

大

人

」

「

子

ど

も

」

の

３

つ

の

班

に

分

け

、

「

救

急

・

消

防

隊

を

増

強

す

る

」

や

「

体

育

館

に

エ

ア

コ

ン

を

設

置

す

る

」

な

ど

�

の

災

害

対

策

の

中

か

ら

、

そ

れ

ぞ

れ

の

視

点

で

最

も

有

効

と

思

わ

れ

る

税

金

の

使

い

道

を

話

し

合

い

、

班

ご

と

に

選

択

し

た

理

由

を

発

表

し

た

。

　

参

加

し

た

児

童

か

ら

は

、

「

税

金

の

使

い

方

を

考

え

る

の

が

楽

し

か

っ

た

」

と

い

っ

た

声

が

聞

か

れ

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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